
津山郷土博物館だより｢つはく」

『
め
こ
エ
ン
茨
Ｅ

－

－

ト 1

No.1072⑪2五.2

トピックス

●冬季企画展

「津山藩の武具一残された文書から一」

●春季企画展

「古い写真でみる津山の鉄道展」

研究ノート

●｢御用場｣の変遷一藩主の動きと関連して－
東万里子

お知らせ

●防火査察 ●ミニ企画展開催

●新刊のご案内

一
一
一

ｐ
Ｆ

４

ワ

ヨ
ヨ
ニ

型

聞
《
一

－
，
尾

ｒ
垂
■

Ｆ

《
７
１
１

４

ー

Ｆ

ヨ

I

－

■、

窪津山
『

f華勧館郷土

〆
》

TsUyamaCityMuseum

’ l鋤脚1関I幽隠i華劉



トピックス津博2021.2No.107

F、

冬季企画展

｢津山藩の武具一残された文書から－」

冬季企画展

｢津山藩の武具一残された文書から－」
■ 』
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【会期】令和3年2月20日出～3月21日（日）

【会場】津山郷土博物館3階展示室

戦がなく太平の時代であった江戸時代においても戦うことに自らのアイデンティティをおいていた

｢武士」はその道具である武具を価値あるものと大切にしていました。また、大名家においても幕府

から軍役を課せられており、いざという時に備え戦いの準備を怠ることはできませんでした。

この展覧会では津山藩松平家に残されていた藩政文書を中心に、当時の大名家やその家臣の武

具、また、戦いのために津山城に備えられていた武具についてご紹介していきます。
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■■ l写真でみる津山の鉄道展」l写真でみる津山の鉄道展」鉄み 展る の春季企画展｢古（季企画展｢古（古

観光キャンペーン｢春はつやま｣開催に合わせ､古い写真を中心に津山に関する鉄道資料を展示し、

鉄道にまつわる昔の津山の様子をご紹介します。

【会期】令和3年4月1日㈱～5月9日旧） 【会場】津山郷土博物館3階展示室
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江
戸
時
代
、
多
く
の
大
名
は
、
国
元
と
江
戸

を
行
き
来
す
る
参
勤
交
代
を
行
っ
て
い
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
津
山
藩
主
も
、
通
常
で
あ
れ
ば
一
年

お
き
に
津
山
と
江
戸
を
往
復
し
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
松
平
家
が
津
山
へ
入
封
し
て
の
ち
、
藩
主

が
幼
年
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
江
戸
で
過
ご
し
、

長
く
津
山
を
留
守
に
す
る
期
間
も
あ
り
ま
し
た
。

藩
主
が
津
山
（
国
元
）
を
留
守
に
す
る
期
間
、

津
山
城
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

矢
吹
正
則
著
『
津
山
誌
』
に
は
、
「
御
用
場
吐
」

の
説
明
と
し
て
、
「
桜
馬
場
の
西
下
に
在
り
初
め

森
氏
の
臣
横
山
刑
部
左
衛
門
の
邸
な
り
元
禄

十
一
年
戊
寅
六
月
よ
り
宝
永
五
年
戊
子
六
月
ま
で

松
平
氏
の
重
臣
国
主
不
在
の
時
に
方
り
政
務
を
此

に
執
る
故
に
御
用
場
と
称
す
（
後
略
ご
（
註
１
）
と

あ
り
、
藩
主
や
重
臣
が
不
在
の
時
だ
け
内
山
下
の

「
御
用
場
」
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
、
藩
主
の
在
国
（
津
山
）
・
留
守
（
江
戸
）

に
よ
っ
て
政
務
を
と
る
場
所
に
変
化
が
あ
っ
た
可
能

性
が
窺
わ
れ
る
の
で
す
。

こ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
、
ま
ず
は
「
御
用
場
」
の
変
遷

を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ま
す
。
『
津
山
誌
」

に
お
け
る
「
御
用
場
」
の
記
述
が
宝
永
五
年
（
一
七

○
八
）
ま
で
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
研
究
ノ
ー
ト
で

「
御
用
場
」
の
変
遷
ｌ
藩
主
の
動
き
と
関
連
し
て
Ｉ

は
じ
め
に

こ
の
時
期
の
「
御
用
場
」
に
つ
い
て
、
画
期
と
な

る
記
述
を
列
挙
し
て
い
き
ま
す
。

①
新
御
殿
内
の
「
御
用
場
」

正
徳
二
年
五
月
、
内
山
下
に
新
御
殿
が
完
成

し
ま
し
た
（
註
２
）
・
同
月
九
日
に
は
、
「
新
御
殿

御
用
場
始
」
と
あ
り
、
十
五
日
か
ら
は
家
老
を
は

じ
め
と
し
て
役
人
が
新
御
殿
へ
出
仕
し
て
お
り
、

新
御
殿
内
に
「
御
用
場
」
が
で
き
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

②
「
下
御
用
場
」
を
止
め
「
御
城
」
へ

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
四
月
十
三
日
に
は
、
「
明

日
よ
り
下
御
用
場
相
止
、
御
城
所
之
役
所
江
道

具
遣
候
」
と
あ
り
、
「
下
御
用
場
」
を
や
め
、
「
御
城
」

の
役
所
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
し
か
し
「
下
御
用
場
」
が
す
ぐ
に
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
同
年
四
月
二
十
五

日
・
九
月
二
十
一
日
に
は
「
下
御
用
場
」
と
い
う
言

葉
が
見
え
ま
す
。
こ
の
「
下
御
用
場
」
が
ど
こ
に
あ
っ

た
の
か
、
は
っ
き
り
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
内
山
下
の

新
御
殿
を
利
用
し
て
い
た
藩
主
宣
富
が
享
保
六
年

は
、
そ
の
四
年
後
に
あ
た
る
正
徳
二
年
（
一
七
三
）

の
新
御
殿
完
成
か
ら
、
五
代
藩
主
康
哉
が
は
じ
め

て
津
山
へ
帰
国
す
る
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
ま
で

の
期
間
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

「
御
用
場
」
の
変
遷

藩
主
の
長
期
留
守
と
「
御
用
場
」

正
徳
の
新
御
殿
完
成
後
に
つ
い
て
、
藩
主
の
動

き
と
「
御
用
場
」
の
画
期
を
ま
と
め
た
も
の
が
表

（
六
～
七
頁
）
で
す
。
藩
主
の
参
勤
交
代
が
規
則

（
一
七
二
二
に
亡
く
な
っ
た
後
も
、
引
き
続
き
新
御

殿
の
一
部
を
「
下
御
用
場
」
と
し
て
利
用
し
て
い
た

可
能
性
も
あ
り
ま
す
（
註
３
）
。

③
内
山
下
の
下
村
屋
敷
跡
を
「
御
用
場
」
に

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
十
一
月
一
日
に
は
、
「
内

山
下
下
村
小
膳
揚
屋
敷
向
後
御
用
場
相
成
、
御

用
所
初
諸
役
所
今
日
各
出
席
」
と
あ
り
、
内
山

下
に
「
御
用
場
」
が
で
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

同
年
閏
十
一
月
八
日
に
は
、
「
新
御
用
場
御
門
定

書
」
が
記
さ
れ
、
．
、
御
用
場
諸
役
所
印
鑑
可
有

之
事
一
、
御
用
所
出
席
之
外
御
門
開
申
間
敷

事
」
な
ど
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

④
再
び
「
御
城
」
へ

明
和
五
年
の
「
町
奉
行
日
記
」
四
月
二
十
八
日

に
は
、
「
今
日
よ
り
御
用
場
御
城
二
相
成
」
と
あ
り
、

「
国
元
日
記
」
の
同
日
記
事
に
は
「
御
城
御
用
所
其

外
諸
役
所
今
日
よ
り
各
出
席
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

再
び
「
御
用
場
」
が
「
御
城
」
へ
移
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
同
年
十
一
月
十
八
日
に
は
、
「
御
用
場
跡

御
普
請
出
来
今
日
修
理
様
（
藩
主
の
弟
）
下
御
屋

敷
よ
り
御
移
」
と
あ
り
ま
す
（
註
４
）
。 東

万
里
子

4
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的
に
行
わ
れ
て
い
る
時
期
、
行
わ
れ
て
い
な
い
時
期

に
よ
っ
て
Ａ
～
Ｅ
と
区
分
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
る

と
、
「
御
用
場
」
の
画
期
で
あ
る
②
③
④
が
、
Ｃ
Ｄ

Ｅ
の
時
期
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
「
下
」
に
あ
っ
た
「
御
用
場
」
を
や
め
、
諸

役
所
が
「
御
城
」
へ
移
っ
た
②
と
④
は
、
藩
主
が
長

期
間
津
山
を
留
守
に
し
た
あ
と
、
久
し
ぶ
り
に
帰

国
す
る
前
に
あ
た
り
ま
す
。
内
山
下
に
御
用
場
が

で
き
た
③
は
、
藩
主
長
孝
の
体
調
が
悪
く
、
こ
の

年
の
帰
国
が
困
難
と
の
報
が
津
山
へ
入
っ
た
直
後

の
こ
と
で
し
た
。

藩
主
の
長
期
留
守
と
「
御
用
場
」
の
画
期
を
関

連
づ
け
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
藩
主
が
規
則
的
に

参
勤
し
て
い
た
表
中
の
Ａ
と
Ｃ
の
時
期
は
ど
う
な
っ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
（
註
５
）
。
こ
の
時
期
、
藩

主
の
在
国
（
津
山
）
・
留
守
（
江
戸
）
に
よ
っ
て
変

化
が
あ
っ
た
の
か
詳
細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
気
に

な
る
記
事
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
考
え
ま
す
。

藩
主
宣
富
が
規
則
的
に
参
勤
し
て
い
た
Ａ
の
時

期
、
帰
国
中
宣
富
は
基
本
的
に
内
山
下
の
新
御

殿
に
い
て
、
行
事
な
ど
の
と
き
に
登
城
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
子
供
も
新
御
殿
に
住
ん
で
い
ま

し
た
。
正
徳
五
年
三
月
十
八
日
、
享
保
二
年
三

月
十
八
日
、
宣
富
が
新
御
殿
か
ら
江
戸
へ
出
発
す

る
と
、
た
だ
ち
に
「
表
御
用
所
」
な
ど
の
火
の
元
の

確
認
が
行
わ
れ
、
締
め
き
っ
て
鍵
が
か
け
ら
れ
ま

し
た
。
藩
主
が
一
年
間
留
守
に
す
る
間
、
表
向
の

御
用
所
な
ど
に
つ
い
て
は
使
用
し
て
い
な
い
よ
う
で

藩
主
の
子
供
達

す
が
、
新
御
殿
内
の
「
表
」
で
な
い
場
所
を
利
用

し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

藩
主
長
孝
が
規
則
的
に
参
勤
し
て
い
た
Ｃ
の
時

期
、
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
藩
主
長
孝
の
子
供
達

は
、
藩
主
の
帰
国
や
発
駕
に
合
わ
せ
て
移
動
し
て

い
ま
す
。
長
孝
が
寛
保
二
年
に
初
め
て
津
山
へ
帰

国
し
て
か
ら
五
年
後
の
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
三

月
二
十
五
日
、
「
於
下
御
屋
敷
女
中
出
産
御
女
子

（
於
直
）
様
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
の
後
次
々
と

津
山
で
子
供
が
生
ま
れ
、
子
供
達
は
父
で
あ
る
藩

主
長
孝
が
帰
国
す
る
直
前
に
「
御
城
」
へ
移
動
し
、

長
孝
が
江
戸
へ
発
駕
す
る
と
直
後
に
「
御
城
」
か
ら

「
下
御
屋
敷
」
へ
移
る
と
い
う
移
動
を
宝
暦
五
年
ま

で
く
り
返
し
て
い
ま
す
（
表
の
水
色
部
分
）
。

藩
主
の
参
勤
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
「
御
用
場
」
の
画

期
を
整
理
し
ま
し
た
。
今
後
、
今
回
対
象
と
し
た

期
間
内
で
新
た
な
御
用
場
の
画
期
が
発
見
さ
れ
る

可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
現
時
点

で
わ
か
っ
て
い
る
画
期
と
表
の
区
分
Ａ
～
Ｄ
を
関
連

づ
け
て
ま
と
め
ま
す
。

表
中
区
分
Ａ
の
時
期
、
内
山
下
に
完
成
し
た
正

徳
の
新
御
殿
に
は
御
用
場
が
あ
り
、
藩
主
宣
富
の

在
・
不
在
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
御
殿
で
政
務
が
と

ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宣
富
死
後
、
な

が
く
藩
主
が
江
戸
に
い
て
津
山
を
留
守
に
し
て
い

た
時
期
（
表
Ｂ
）
は
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
部
分
も
あ

る
の
で
す
が
、
「
下
御
用
場
」
が
あ
り
ま
し
た
。
藩

主
長
孝
が
規
則
的
に
参
勤
し
て
い
た
時
期
（
表
Ｃ
）

お
わ
り
に

は
、
「
下
御
用
場
」
を
や
め
、
諸
役
所
は
「
御
城
」
へ

移
っ
て
い
ま
す
。
藩
主
の
在
・
不
在
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の
か
詳
細
は
不
明
で
す
が
、

長
孝
の
子
供
達
は
、
父
で
あ
る
藩
主
が
津
山
に
い

る
場
合
は
父
と
同
じ
「
御
城
」
へ
移
動
し
、
父
が

江
戸
へ
出
発
す
る
と
「
下
御
屋
敷
」
へ
移
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
藩
主
長
孝
が
通
常
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
帰
国
で
き
な
か
っ
た
時
（
表
Ｄ
）
に
は
、
内
山
下

に
「
御
用
場
」
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
「
御
用
場
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
「
御

用
場
」
す
な
わ
ち
御
用
所
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ

る
こ
と
が
多
く
含
津
山
市
史
』
第
四
巻
湖
頁
）
、

実
際
に
当
時
の
人
々
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
使
用
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
が
あ
る
一
方
、
御
用
所
と

「
御
用
場
」
を
区
別
し
て
い
る
例
も
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
先
述
の
③
宝
暦
六
年
十
一
月
と
閨

十
一
月
に
「
御
用
場
」
や
「
新
御
用
場
御
門
定
書
」

が
出
来
た
と
き
の
記
述
な
ど
を
読
む
と
、
「
御
用

場
」
は
御
用
所
だ
け
で
は
な
く
、
諸
役
所
を
含
む

場
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

す
。

こ
の
よ
う
に
、
「
御
用
場
」
と
い
う
言
葉
一
つ
の
定

義
も
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
藩

主
の
動
き
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
詳
細
が
わ
か
ら
な

い
こ
と
が
多
々
あ
り
、
今
後
も
調
査
を
す
す
め
る

べ
き
課
題
で
す
。

5

〆
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表藩主の参勤と御用場の変遷（｢国元日記」「町奉行日記｣より作成）

和暦 西暦 藩主 藩主の動きなど 函
一
Ａ

御用場の場所など

正徳2年 實富 5月18日帰国、 19日新御殿へ

入る

①5月に完成した新御殿内に｢御用場」1712

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９

３
４
５
元
２
３
４
５
６
７
８
９
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

徳
徳
徳
保
保
保
保
保
保
保
保
保
保
保
保
保
保
保
保
保
保
保

正
正
正
享
享
享
享
享
享
享
享
享
享
享
享
享
享
享
享
享
享
享

郎
煕

五
長

浅

８
８
８
１
８

．
良
目
自
自
自

富
富
富
富
富
富
富
富
富
五
五
五
五
五
熈
熈
熈
熈
熈
熈
熈
熈

宣
宣
宣
宣
宣
宣
宣
宣
宣
浅
浅
浅
浅
浅
長
長
長
長
長
長
長
長

3月18日江戸へ出発

5月12日帰国

3月18日江戸へ出発

閏2月12日帰国

3月18日江戸へ出発

5月9日帰国

3月18日江戸へ出発

5月9日帰国

帰国中2月藩主宣富死去

江戸

江戸

江戸

江戸

江戸、 11月藩主浅五郎死去

江戸

江戸

江戸

江戸

江戸

江戸

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

A

Ａ
Ａ

Ａ
Ａ
ｌ
Ａ
－
Ａ
ｌ
Ａ
妃
Ｂ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｂ
Ｂ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｂ
Ｂ
ｌ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
訶
叫
「
羽
Ｃ
↓
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
ｌ
Ｃ
Ｃ
Ｃ

BC

江戸

江戸

江戸、 10月藩主長熈死去享保20年

元文元年

孝長囲
い

孝
孝
孝
孝
孝
孝

長
長
長
長
長
長
長

1735

1736

1737

江戸

江戸

江戸

江戸

‐
「
訓

元文2年

元文3年 1738

1739

1740

1741

年
年

４
５

文
文

一
元
一
元 ｌ

「
１

戸
戸

江
江寛保元年

二
寛保2年 長孝1742 5月18日藩主長孝初帰国 ②4月13日｢下御用場｣を止め、役所を｢御城｣へ移

す

寛保3年F 孝
孝
孝
孝
孝
孝
孝
孝

長
長
長
長
長
長
長
長

1743

F 1744

E 1745

E 1746

厚 1747

E 1748

1749戸
F

F 1750

F 1751

F 1752

E 1753

年年

3月18日江戸へ出発

延享元年

延享2年

5月9日帰国

3月9日江戸へ出発

5月14日帰国

3月19日江戸へ出発

5月4日帰国

3月19日江戸へ出発

5月16日帰国

3月16日江戸へ出発

5月19日帰国

3月19日江戸へ出発

３
４

萱
一
一
畢

延
延

寛延元年 5月2日於直様が｢御城｣へ御移り

寛延2年 3月20日於直様が｢下御屋敷｣へ御移り

寛延3年

宝暦元年

宝暦2年

宝暦3年

5月14日於直様・梅次郎様が｢御城｣へ御移り

3月17日御三方様が｢下御屋敷｣へ御移り

5月16日於直様・亀菊様・於秀様が｢御城｣へ御移り

3月20日御三方様が｢下御屋敷｣へ御移り

孝
孝
孝

長
長
長

宝暦4年 長孝1754 5月22日帰国 5月20日於直様・亀菊様・於秀様・

銀之助様が｢御城｣へ御移り

3月17日御子様方が｢下御屋敷｣へ御移り

C

宝暦5年 1755 長孝 3月16日江戸へ出発 C

6
』
、
』
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CD O11月1日内山下の元下村屋敷を｢御用場｣に宝暦6年 1756 長孝 通常であれば5月に帰国する

はずが、帰国せず

江戸

年
年
年
年

拝
一
群
姪

年
年
年
０
１
２
３
年

７
８
９
１
１
１
１
元

暦
暦
暦
暦
暦
暦
暦
和
和
和
和

宝
宝
宝
宝
宝
宝
宝
明
明
明
明

長孝1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

口

哉康

孝
孝
孝
孝
孝
哉
哉
哉
哉
哉

長
長
長
長
長
康
康
康
康
康

江戸 D

江戸 D

江戸 D

江戸 D

江戸、閏4月藩主長孝死去 D

江戸 D

江戸 ，

ＤＤ，

－

戸
戸

江
江

Ｄ
Ｄ

令

江戸

6月26日藩主康哉初帰国6月26日藩主康哉初帰国

，

④4月28日「御城御用所其外諸役所」

「今日より御用場御城に相成り」

明和5年 康哉1768 DE

◆
令
ｌ

－
Ｅ
ｌ
Ｅ

康哉

康哉

3月18日江戸へ出発

5月11日帰国

年
年

６
７

和
和

明
明

1769

1770

（
註
’
二
国
元
日
記
」
に
は
、
元
禄
十
一
年
六
月
一
日
に

「
内
山
下
横
山
刑
部
左
衛
門
屋
敷
御
用
場
相

定
候
」
、
元
禄
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日
に

「
田
町
御
用
場
」
、
宝
永
五
年
六
月
十
九
日
に

は
、
安
藤
加
藤
治
御
用
場
屋
敷
と
屋
敷
替
え

と
出
る
。
「
御
用
場
」
は
お
そ
く
と
も
宝
永
五

年
六
月
ま
で
に
は
横
山
邸
跡
か
ら
二
階
町
門

の
東
南
へ
移
動
し
て
い
る
（
「
津
山
古
図
」
矢

吹
家
資
料
）
。
同
月
に
安
藤
が
「
御
用
場
」
と

屋
敷
替
え
と
な
り
、
そ
の
後
、
新
御
殿
が
安

藤
屋
敷
の
東
隣
に
建
設
さ
れ
た
。
宣
富
は
元

禄
十
五
年
か
ら
は
亡
く
な
る
ま
で
規
則
正
し

く
参
勤
し
て
い
る
か
ら
、
矢
吹
の
記
述
か
ら

想
像
す
れ
ば
、
新
御
殿
が
で
き
る
ま
で
、
留

守
中
の
一
年
「
御
用
場
」
を
使
用
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
か
。
矢
吹
が
何
を
も
っ
て
藩
主
重

臣
が
留
守
中
に
「
御
用
場
」
を
利
用
し
た
と

記
述
し
た
の
か
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

（
註
２
三
正
徳
の
新
御
殿
」
（
「
津
博
血
号
」
）

以
下
特
に
表
記
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
「
国

元
日
記
」
か
ら
。
ま
た
、
「
国
元
日
記
」
中
に

で
て
く
る
「
御
城
」
と
は
、
内
山
下
な
ど
は
含

ま
ず
、
本
丸
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
は
っ

き
り
し
な
い
部
分
も
あ
る
た
め
、
煩
雑
で
は

あ
る
が
括
弧
書
と
し
た
。
「
御
用
場
」
な
ど
も

同
様
。

（
註
３
）
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
の
郡
代
日
記
（
矢
吹

家
文
書
弓
斎
叢
書
⑲
）
に
は
、
一
月
一
日
「
今

朝
於
御
城
御
礼
申
上
」
、
同
月
三
日
に
は
「
御

用
始
二
付
御
殿
へ
出
仕
」
と
あ
り
、
御
礼
を

す
る
場
所
と
し
て
の
「
御
城
」
と
、
御
用
を
す

る
場
所
と
し
て
の
「
御
殿
」
を
使
い
分
け
て
い

る
。
ま
た
、
同
年
一
月
三
日
の
「
国
元
日
記
」

に
は
「
御
用
場
各
出
席
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
か

ら
宣
富
死
後
、
藩
主
長
期
留
守
中
に
、
正
徳

の
新
御
殿
を
御
用
を
す
る
場
で
あ
る
「
御
用

場
」
と
し
て
利
用
し
て
い
た
可
能
性
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
正
徳
の
新
御
殿
は
完
成
し

た
す
ぐ
の
時
期
か
ら
資
料
上
「
御
殿
」
と
の
み

出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

（
註
４
）
こ
こ
で
元
下
村
小
膳
屋
敷
で
あ
っ
た
「
御
用

場
」
は
修
理
様
の
居
所
と
な
っ
た
。
享
保
七

年
の
「
津
山
御
城
下
惣
絵
図
」
に
下
村
友
右

衛
門
の
屋
敷
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
下
村
友

右
衛
門
は
下
村
小
膳
の
数
代
前
と
考
え
ら

れ
、
正
徳
二
年
に
御
屋
形
を
く
だ
さ
れ
た
と

の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
下
村
友
右

衛
門
か
ら
小
膳
ま
で
屋
敷
替
え
が
な
か
っ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
所
は
、
御
屋
形
↓

下
村
家
屋
敷
↓
御
用
場
↓
修
理
様
御
屋
敷

と
変
遷
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み

に
嘉
永
七
年
の
「
津
山
城
下
町
図
」
を
見
る

と
、
こ
の
場
所
は
「
下
御
屋
敷
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
註
５
）
本
研
究
ノ
ー
ト
が
対
象
と
し
て
い
る
時
期
よ

り
後
で
あ
る
が
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
と

五
年
、
御
殿
の
御
座
之
間
で
行
わ
れ
て
い
た

祈
祷
が
、
備
中
櫓
の
御
座
之
間
で
行
わ
れ
て

お
り
、
こ
れ
は
、
こ
の
年
藩
主
康
哉
が
留
守
で
、

そ
の
子
で
あ
る
仙
千
代
が
在
城
し
て
い
た
こ
と

に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
尾
島
治
「
津
山
城
備
中
櫓
に
つ
い
て
ｌ
城

郭
史
研
究
に
お
け
る
御
殿
と
櫓
Ｉ
（
前
編
）
」

「
博
物
館
だ
よ
り
」
お
号
）
。
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1月26日は｢文化財防火デー｣です。この日の前

後には各地の文化財所在地で防火運動が展開さ

れます。1月28日㈱には当館も防火査察をうけ、

館内の消防設備をチェックしていただきました。

‘属

回
心
‐
』

戸

防火査察

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■■一一ー一一ー一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一q■■ ﾛ■■ー一ー一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一｡■■

ｰ］ 一
面
卿
》

旨''9 刀
■
■
■

１
９

１
１麹

畔

ロ

■

ふ

令和2年12月12日(士)から令和3年2月14日(日)ま

で｢世界の布I一インドネシアの耕一｣「ミニミニお

正月展一子から丑へ－」を開催しました。インド

ネシアの布のほか、津山出身の画家が描いた鼠

や牛のスケッチなどを展示しました。

ミニ企画展展示風景

－－－1■■－1■■一一q■■一一1■■一一一一一q■■､一＝■一一一一一一一一一ーーー一一一一一一一一■■■－一一一一一一一q■■－1■■－－－－－1■■＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一，■■

且 ■

津山松平藩町奉行日記27（文化6年)を刊行し

ました。この年の1月、津山城の本丸御殿で火災

が発生しました。町奉行は、町の番や、片付け

の人足手配など対応に追われました。

郷土博物館にて600円で頒布しています。

』L

津山松平藩町奉行日記27
L

入館のご案内
鰯：鴬
口■■ー己一一一一一句一 一÷一合一 一 q

土
博物館だより｢つはく」
No.107令和3年2月28B

[開館時間］午前9:00～午後5:00

[休館日］毎週月曜日･祝日の翌日

年末年始(12月29日～1月3日)･その他

[入館料］一般…300円(30人以上の団体の場合240円）

高校･大学生･ ．200円(30人以上の団体の場合160円）

65歳以上…200円(30人以上の団体の場合160円）

[編集･発行］津山郷士博物館

〒708-0022岡山県津山市山下92

Tel (0868)22-4567 Fax(0868)23-9874

E-mail tsu-haku@tvt.ne.jp

[印 刷］有限会社弘文社 |中学生以下･障害者手帳を提示された方は ’が無料です

土は、津山松平藩の槍印で剣大といい、現在津山市の市章となっています。
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